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○　

信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
（
抄
） 

 

（
免
許
） 

 

第
三
条　

信
託
業
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
 

　

（
登
録
）

 

第
六
十
七
条　

信
託
契
約
代
理
業
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

２　

信
託
契
約
代
理
業
を
営
む
者
は
、
信
託
会
社
又
は
外
国
信
託
会
社
か
ら
委
託
を
受
け
て
そ
の
信
託
会
社
又
は
外
国
信
託
会
社
（
以
下
「
所
属
信
託
会
社
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
信
託
契
約

 

　

代
理
業
を
営
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

  
 

○　

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
（
抄
）

 
 

　

（
定
義
）

 

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　

公
益
信
託　

こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
す
る
受
益
者
の
定
め
（
受
益
者
を
定
め
る
方
法
の
定
め
を
含
む
。
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
な
い
信
託
で
あ
っ
て
、
公
益

 

　
　

事
務
を
行
う
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。

 

　

二　

（
略
）

 

２
・
３　

（
略
）

 


